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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バスケットカテーテル用カテーテルシースにおいて：
　近位端および遠位端と、前記近位端から前記遠位端に延在している内腔とを有する複数
の電気リードであって、各電気リードが、非導電性材料の管状部材と、前記近位端から前
記遠位端に延在して前記非導電性の管状部材の上に設けられた複数の電気伝導体と、前記
電気伝導体の上に被せてこの伝導体をカバーする非導電性材料の外層と、を有して、前記
電気伝導体が前記電気リードの壁の中に埋め込まれている電気リードと；
　各電気リードの遠位部にある１以上の電極であって、前記複数の電気伝導体の少なくと
も１つに前記外層を通して電気接続している電極と；
　前記複数の電気リードのそれぞれの内腔に収容される細長い形状形成部材であって、前
記カテーテルシースの遠位部がバスケット形状を形成するように、前記電気リードの各遠
位部にアーチ形状を付与する形状形成部材と；を具え、
　前記複数の電気リードが、その遠位端と、各電気リードの遠位のアーチ部よりも近位に
おいてともに束ねられており、
　イントロデューサが電気リードの束の上に設けられて、当該電気リードの束を前記イン
トロデューサ内に引っ込めることができるように、前記イントロデューサが軸方向に移動
可能であることを特徴とするカテーテルシース。
【請求項２】
　請求項１に記載のカテーテルシースにおいて、前記複数の電気伝導体が、前記管状部材
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の周りに螺旋状に配置されていることを特徴とするカテーテルシース。
【請求項３】
　請求項１または２に記載のカテーテルシースにおいて、前記複数の電気リードの各々が
ほぼ直線上に折りたたまれている第１の延伸位置と、前記複数の電気リードの各遠位部が
拡張して、前記形状形成部材から付与されたアーチ形状となる第２の引き込み位置との間
で、前記イントロデューサが軸方向に移動可能であることを特徴とするカテーテルシース
。
【請求項４】
　請求項１乃至３のいずれか１項に記載のカテーテルシースにおいて、前記電気リードの
遠位のアーチ部から近位の電気リードが、接着剤によって、前記電気リードの上に成形さ
れたチューブを用いて、または熱収縮を用いて、ともに束ねられていることを特徴とする
カテーテルシース。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載のカテーテルシースにおいて、前記複数の電気リ
ードの遠位端が、コネクタ要素によってともに連結されていることを特徴とするカテーテ
ルシース。
【請求項６】
　請求項５に記載のカテーテルシースにおいて、前記コネクタ要素が、前記複数の電気リ
ードの遠位端を受ける可撓部を有しており、当該可撓部が、前記カテーテルシースをイン
トロデューサ内に挿入するときは、前記電気リードを折りたたみ、前記カテーテルシース
の遠位部を前記イントロデューサの外に出すときは、前記電気リードを拡張できるように
することを特徴とするカテーテルシース。
【請求項７】
　バスケットカテーテル用カテーテルシースの製造方法において、当該方法が：
　近位端および遠位端と、前記近位端から前記遠位端に延在している内腔とを有する複数
の電気リードを提供するステップであって、各電気リードが、非導電性材料の管状部材と
、前記近位端から前記遠位端に延在して非導電性の前記管状部材の上に設けられた複数の
電気伝導体と、前記電気伝導体の上に被せてこの伝導体をカバーする非導電性材料の外層
と、を有して、前記電気伝導体が前記電気リードの壁の中に埋め込まれているものである
ステップと；
　複数の前記電気伝導体のうちの少なくとも一つにアクセスして、前記電気リードの遠位
部に、前記電気伝導体の少なくとも一つと電気接続した電極を形成するステップと；
　形状形成部材を前記複数の電気リードの各内腔に挿入するステップであって、前記形状
形成部材は、前記カテーテルシースの遠位部がバスケット形状を形成するように、前記電
気リードの各遠位部にアーチ形状を付与するものであるステップと；
　前記複数の電気リードを、その遠位端と、各電気リードの遠位のアーチ部よりも近位に
おいてともに束ねるステップと；を具え、
　イントロデューサが電気リードの束の上に設けられて、当該電気リードの束を前記イン
トロデューサ内に引っ込めることができるように、前記イントロデューサが軸方向に移動
可能であることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項７に記載の方法において、前記複数の電気伝導体を、前記管状部材の周りに螺旋
状に配置するステップを含むことを特徴とする方法。
【請求項９】
　請求項７または８に記載の方法において、イントロデューサを前記電気リードの束の上
に挿入するステップを具え、前記複数の電気リードの各々がほぼ直線上に折りたたまれて
いる第１の延伸位置と、前記複数の電気リードの各々が、前記形状形成部材から付与され
たアーチ形状となる第２の引き込み位置との間で、前記イントロデューサが軸方向に移動
可能であることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本書の開示は、概して、バスケットカテーテル、およびバスケットカテーテルの製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本明細書を通しての先行技術の説明は、このような先行技術が広く知られていたり、当
分野の一般的な知識の一部を形成していることをまったく承認するものではない。
【０００３】
　電気生理カテーテルは、一般的に心臓を検査し治療するための医療行為に用いられる。
これは、皮膚の小さな穿刺を通して、患者の心血管系に挿入することができる。次いで、
これを静脈を通して、心臓の電気的活動を検知することができる心臓の部位まで伸ばすこ
とができる。いくつかの電気生理カテーテルは、特定の種類の異常電気的活動の場合には
、心臓の適切な領域を切除することによって心臓を治療することができる。
【０００４】
　心房粗動や心房細動などの心臓不整脈を治療するために、いくつかの異なる電極設計が
開発されてきた。このような設計の一つは、カテーテルの遠位端が複数のリム（ｌｉｍｂ
）を有する多電極バスケットカテーテルであり、これらのリムが球形に拡張して肺静脈ま
たは心房の三次元マッピングを可能にする。多電極バスケットカテーテルは、周辺のマッ
ピングと心房細動の治療に有益であるが、先行技術のバスケットカテーテルは、マッピン
グエリアのカバー範囲が制限されている。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明の目的は、先行技術の不利な点の少なくとも一つを克服もしくは改善し、または
有益な代替物を提供することである。
【０００６】
　一態様では、バスケットカテーテル用のカテーテルシースを提供しており、これは：近
位端および遠位端と、この近位端から遠位端まで延在している内腔とを有する複数の電気
リードを具え、各電気リードが、非導電性材料の管状部材と、近位端から遠位端まで延在
して非導電性の管状部材の上に設けられた複数の電気伝導体と、電気伝導体の上に被せら
れて伝導体をカバーする非導電性材料の外層と、を有する。このカテーテルシースは、さ
らに、各電気リードの遠位部に１以上の電極を具えており、これは外層を通して複数の電
気伝導体の少なくとも一つと電気的に接続している。細長い形状形成部材が、複数の電気
リードの各内腔の中に収容されており、形状形成部材は各電気リードの遠位部にアーチ形
状を付与して、カテーテルシースの遠位部がバスケット形状を形成するようにしている。
複数の電気リードは、その遠位端と、各電気リードの遠位のアーチ部よりも近位において
ともに束ねられている。複数の電気伝導体は、管状部材の周りに螺旋状に配置されること
が好ましい。
【０００７】
　一実施例では、スリーブが電気リードの束の上に支持されており、このスリーブは、複
数の電気リードのそれぞれがほぼ直線状に折りたたまれている第１の延伸位置と、複数の
電気リードのそれぞれの遠位部が、形状形成部材から付与されたアーチ形状となっている
第２の引き込み位置との間で、軸方向に移動可能である。
【０００８】
　一実施例では、電気リードの遠位のアーチ部より近位の電気リードは、接着剤によって
、電気リードの上に成形されたチューブを用いて、または熱収縮を用いることでともに束
ねることができる。複数の電気リードの遠位端は、コネクタ要素によってともに連結する
ことが好ましい。コネクタ要素が、複数の電気リードの遠位端を受ける可撓部を有して、
カテーテルシースをスリーブまたはイントロデューサ内に挿入する際に、可撓部によって
電気リードを折りたたむことができるようにしてもよい。
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【０００９】
　バスケットカテーテル用カテーテルシースの製造方法も提供しており、この方法は：近
位端および遠位端と、この近位端から遠位端に延在している内腔とを各々が有する複数の
電気リードを提供するステップであって、各電気リードが、非導電性材料の管状部材と、
近位端から遠位端まで延在して非導電性の管状部材の上に設けられた複数の電気伝導体と
、電気伝導体の上に被せられて伝導体をカバーする非導電性材料の外層と、を有するもの
であるステップを具える。複数の電気伝導体の少なくとも一つにアクセスして電気リード
の遠位部に、電気伝導体の少なくとも一つと電気的に接続する電極を形成する。この方法
はさらに：形状形成部材を複数の電気リードの各内腔に挿入するステップであって、形状
形成部材は各電気リードの遠位部にアーチ形状を付与して、カテーテルシースの遠位部が
バスケット形状を形成するものであるステップと、複数の電気リードを、遠位端と、各電
気リードの遠位のアーチ部よりも近位においてともに束ねるステップと、を具える。
【００１０】
　一実施例では、本方法が、複数の電気伝導体を管状部材の周りに螺旋状に配置するステ
ップを含む。
【００１１】
　一実施例では、本方法が、スリーブを電気リードの束の上に挿入するステップであって
、このスリーブは、複数の電気リードの各々がほぼ直線状に折りたたまれている第１の延
伸位置と、複数の電気リードの各々が、形状形成部材から付与されたアーチ形状となって
いる第２の引き込み位置との間で、軸方向に移動可能であるステップを含む。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
　本発明の好ましい実施例を、例示としてのみ、添付図面を参照して以下に説明する。
【００１３】
【図１】図１ａと１ｂは、バスケットカテーテルの遠位端を示す。
【図２】図２は、本発明の一実施例により製造された電気リードの概略図である。
【図３】図３は、本発明の一実施例にかかる、カテーテルシースの製造工程のステップを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　図において、参照番号１０は、全体的に、以下に説明するバスケットカテーテルの製造
工程により作成されたバスケットカテーテル用カテーテルシースの一実施例を示す。バス
ケットカテーテル１０は、三次元マッピングカテーテルとしての使用とともに、治療領域
を切除するアブレーションカテーテルとしての使用にも適している。図１ａと１ｂは、こ
のようなバスケットカテーテルの遠位端を示している。カテーテル１０は、複数の細長い
電気リード１２を具えており、各リードが、電気リードの遠位部に取り付けられた１以上
の電極１８、２０を有する。各電気リード１２は、近位部（図１ａまたは１ｂには図示せ
ず）と、遠位部１２ａと、近位端から遠位端１２ｂまで延在している内腔とを有する。Ｎ
ｉｔｉｎｏｌ（商標）で作成された形状記憶ワイヤのような形状形成部材１６（図示せず
）が、電気リード１２の内腔に挿入されている。形状形成部材１６が、電気リード１２の
遠位部１２ａをアーチ形状に形成して、これにより各電気リードが、バスケットカテーテ
ルの遠位端において背骨またはアームを形成している。カテーテルシースの遠位部は、電
気リードの円弧状アーム１２ａを形成する。電気リードの遠位部１２ａで形成されたバス
ケットは、図１ａと１ｂではほぼ球形であるが、卵形のような他の適切な形状にすること
もできる。
【００１５】
　バスケットカテーテルは、バスケットカテーテルのリード１２を収容するイントロデュ
ーサまたはスリーブ１４を具える。リード１２は、接着剤を用いて、または熱を加えるな
どの適切な方法により、ともに束ねられている。また、熱収縮チューブまたはリード上に
成形されたチューブを用いて、各電気リード１２の遠位部１２ａのポイント２２から近位
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にリード１２の束をともに付着させてもよい。イントロデューサは操縦機構（図示せず）
を具えており、治療が行われる患者の血管系と心臓を通して、バスケットカテーテル１０
の操縦がなされる。カテーテルに適した任意の利用可能なイントロデューサを用いること
も可能である。バスケットカテーテルの各アーム１２ａは、以下に説明する方法により製
作された電気リード１２から構成される。各リードの遠位端は、エンドコネクタ要素２４
に取り付けられている。エンドコネクタ要素２４は、各アーム用に管状レシーバを有する
第１の可撓性要素を具えることが好ましい。各アームの遠位端１２ｂは、各アームが管状
レシーバ内にスライドするような滑り嵌め（ｓｎｕｇ　ｆｉｔ）である。しかしながら、
接着剤またはその他の適切な接着剤を使用して、各アームの遠位端を対応する管状レシー
バに固定的に連結することが好ましい。管状レシーバの可撓性材料は、アームのある程度
の移動を可能にし、バスケット構造を折りたたんでイントロデューサ内にアームが収まる
ようにする。第１の可撓性要素は、滑らかなドームまたは半球状の要素２４で覆われてお
り、これによりイントロデューサ内へ滑らかに制限なく進入させることができる。代替と
しては、各形状形成部材の遠位端を、溶接などの適切な方法により最初にともに連結する
。次いで、可撓性電気リード１２を各形状形成部材の上に挿入し、電気リードの遠位端１
２ｂを接着剤によって一緒に固定的に取り付け、または熱処理や溶接にかけてリード１２
を一緒に取り付ける。バスケットカテーテルの遠位端を形成した後に、電気リード１２を
、アーム１２ａの近位部をポイント２２からリード１２の近位端の方に連結する。
【００１６】
　使用時に、カテーテル１０を、患者の血管系と心臓の左心房を介して肺静脈の小孔に挿
入し、不整脈が起こる可能性のある部位を治療する。カテーテル１０の挿入を容易にする
ため、リードの束はイントロデューサ１４内に格納されており、オペレータによりイント
ロデューサが関連部位に操縦されるように、アームはイントロデューサ内で折りたたまれ
た、もしくは直線状の構成である。折りたたんだ構成では、電気リード１２のアーム１２
ａは、イントロデューサの軸に沿ってほぼ同軸上または直線上にある。治療部位において
、バスケットをイントロデューサの遠位端から押し出して、形状形成部材がアーム１２ａ
にアーチ形状を付与することができるように、イントロデューサを後退させ、またはアー
ムをイントロデューサの遠位端の方に進める。
【００１７】
　治療部位またはその近くにおける電気的活動の検出は検出電極により行われ、その一方
で、切除はアブレーション電極により成し遂げられる。精巧なコンピュータ処理ソフトウ
ェアを使用することで、まず最初に電極を検出／マッピングの電極として使用して、次い
で同じ電極を切除に使用することが可能である。アーム１２ａは、臨床医がバスケットを
正確な治療領域に配置することを補助するように、放射線不透過性のしるし、またはバン
ドを具えてもよい。放射線不透過性マーカは、アームの様々な位置に配置できて特定の電
極を識別し、臨床医が治療部位周辺での電極の配置を正確に把握できる。これは、電極が
Ｘ線透視装置でも見えない場合にのみ必要である。
【００１８】
　図２を参照すると、電気リード１２は、非導電性の管状部材で作成された第１の内側部
材２を有する。非導電性の管状部材２は、ポリテトラフルオロエチレン（ＰＥＢＡＸ（登
録商標）、ＰＴＦＥまたはＴｅｆｌｏｎ（登録商標））のような非導電性材料の薄い層を
、マンドレルの上に押出加工することで形成される。管状部材２は、各電気リード１２の
形状形成部材用の内腔を画定する。
【００１９】
　複数の伝導体４は、管状部材２の外面の周りに螺旋状に巻きつけられている。伝導体４
は、ナイロン、ポリウレタン、またはナイロン－ポリウレタン共重合体などのポリマー材
料により絶縁された金属線である。伝導体ワイヤの直径は、全体の電気抵抗ができるだけ
低くなるようなものである。外側ポリマースリーブ６が、例えば押出加工によって伝導体
の上に形成され、電気リード１２を形成する。外側ポリマースリーブ６は、通常は管状部
材２と同様または同じ材料から作成されるが、材料のデュロメーターは変えることができ
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る。管状部材２と伝導体４と外側ポリマースリーブ６とを具える電気リード１２を、熱処
理にかけて、外側ポリマースリーブ６を管状部材２と伝導体４とに固定する。外側ポリマ
ースリーブ６を伝導体４の上に貼り付ける他の方法は、溶融したポリマー材料を伝導体４
の上に塗布して時間をかけて配置できるようにすることである。したがって、電気リード
１２の壁は、管状部材２により画定される内側の層と、伝導体４を螺旋状に巻きつけて作
成した層と、外側スリーブ６により画定される外側の層とから効率的に製作されることが
理解できるであろう。伝導体４は、実質的に電気リードの壁内に埋め込まれており、伝導
体４の隣接する巻きの間には、あるとしたらわずかにポリマー材料が存在する。これには
隣接する巻きの間の動きを制限する能力があり、そのため電気リード１２の可撓性を向上
させる。また、電気伝導体を、管状部材に沿って軸方向に内側管状部材２の上に設置する
ことも可能である。
【００２０】
　１以上の電極１８、２０を電気リードの上に形成するには、外側ポリマー層６の部分８
（図３に示す）をレーザ切断して伝導体リードを露出させ、プラチナリングのような導電
性材料により露出した伝導体を覆うことで電極を電気リード上に形成する。レーザ切断は
正確であり、外側ポリマースリーブ６の一部を除去するとともに容易に開口部を形成する
適切な手段を提供する。伝導体４が絶縁されている場合、伝導体を露出させるステップは
、外側ポリマースリーブ６の対応部分を切断して除去するステップに加えて、ワイヤ上の
絶縁層も切断して除去することになる。
【００２１】
　外側ポリマースリーブ６に形成した開口部は、導電性ペースト、または銀を充填したエ
ポキシなどの接着剤でほぼ満たされている。導電性接着剤を、次いでプラチナリングのよ
うな導電性の生体適合性材料で覆って、これを、ドライスエージング、接着剤の圧着、ま
たはこの組合せのような適切な工程を介して、電気リードの外側の上に固定する。伝導体
ワイヤは、電気信号をハンドルやプロセッサに伝送するのに使用したり、または無線周波
数（ＲＦ）エネルギーのような切除エネルギーを電極に伝送するのに使用する。
【００２２】
　伝導体が電気リードの壁内に埋め込まれているため、１つのアームあたりに最大１６の
電極を実現することができる。いくつかの伝導体を、検出電極またはアブレーション電極
用の電気経路を提供するように使用して、いくつかの伝導体を、１以上のアブレーション
電極の温度を検出する熱電対として使用することもできる。したがって熱電対電極は、こ
の熱電対電極に取り付けられた２つの伝導体ワイヤを具えてもよい。熱電対がアブレーシ
ョン電極と関連する場合、この電極はこれに取り付けられた３本の伝導体ワイヤを有する
。熱電対を有していないアブレーション電極または検出電極では、電極に取り付けられた
伝導体は１本だけである。熱電対を２つの別個の電極から構成することも可能であり、こ
の場合に各電極は２本の伝導体ワイヤを有して、一つは検出または切断用で、もう一つは
熱電対の一部として使用する伝導体ワイヤが取り付けられている。
【００２３】
　伝導体を管状部材の壁内に埋め込んで各アームを先行技術のバスケットカテーテルより
も細くできるため、このバスケットカテーテルの設計は有利である。これにより、より多
くのアームをイントロデューサ内に挿入することが可能となり、治療部位をより広くカバ
ーできるようになる。各アームにより多くの電極を設けることも可能となり、これによっ
ても治療領域をより広くカバーすることができる。本出願人のバスケットカテーテル用製
造技術は、１アームあたり最大１６の電極と、１カテーテルあたり最大１２までのアーム
の使用に適している。これにより、バスケットは最大１４４の電極を具えることができる
。その結果、増加した数の電極が、従来可能であったものよりも細かいマッピングと高い
分解能を可能にするため、検出測定と切除処置の精度が向上する。このバスケットカテー
テルは、３Ｄ画像を形成するための最大のデータポイントを提供することで、心臓の３Ｄ
画像の作成を促進する。多くの電極の数は、現在のアブレーションターゲットであるＣＡ
ＦＥ’ｓとよばれるＣｏｍｐｌｅｘ　Ｆｒａｃｔｉｏｎａｔｅｄ　Ａｔｒｉａｌ　Ｅｌｅ
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ｃｔｒｏｇｒａｍを特徴づけるのに用いる高度な処理機能も可能となる。この情報をプロ
セッサで利用可能にすることが、どこをより正確に切除するかを識別するのに有益である
ことが提案される。
【００２４】
　加えて、バスケットカテーテルに、本出願人が認識している他のバスケットカテーテル
よりも実質的に小さい直径を設けることが可能である。採用する製造技術によって、電気
リード１２の幅をわずか３Ｆｒとすることができる。小さな直径は、カテーテルを患者の
体を通して操縦する際に、臨床医が患者の血管系を通してカテーテルを容易に操縦できる
ために有益である。さらに、カテーテルのサイズに悪影響を与えることなく、より多くの
電極を各アームに具えることができる。現在までの従来技術のバスケットカテーテルは、
ケーブルの太さと１アームあたりの電極の数によって、大きく制限されている。
【００２５】
　本明細書を通して「一つの実施例」、「いくつかの実施例」または「一実施例」という
言及は、その実施例に関連して説明した特定の特徴、構造または特性が、少なくとも本発
明の一つの実施例に含まれることを意味する。したがって、本明細書を通して様々な箇所
に記載された「一つの実施例において」、「いくつかの実施例において」または「一実施
例において」という語句は、必ずしもすべてが同じ実施例を言及しているのではないが、
そうであってもよい。さらに本開示から当業者に明白であるように、一以上の実施例にお
いて、特定の特徴、構造または特性を、適切な方法で組み合わせることができる。
【００２６】
　本書で用いるように、一般的なオブジェクトを記述する順序の形容詞「第１」、「第２
」、「第３」などは、特定の使用を指定した場合を除いて、単に同様のオブジェクトの異
なる例を言及していることを示しており、説明したオブジェクトが、時間的または空間的
に所定の順序、配列などでなければならないこと示しているわけではない。
【００２７】
　以下の特許請求の範囲と本明細書の記載において、「具える」、「具えた」、または「
具えている」という用語はオープンタームであり、これに続く要素／特徴を少なくとも含
むが、他を排除するものではないことを意味している。したがって、「具える」という用
語が特許請求の範囲に使用されている場合は、この後に挙げられた手段や要素またはステ
ップを限定するものであると解釈すべきではない。例えば「ＡとＢとを具える装置」とい
う表現の範囲は、要素ＡおよびＢのみを具える装置に限定すべきではない。また、本書で
使用する「含む」、「含んだ」、または「含んでいる」という用語はいずれもオープンタ
ームであり、この用語に続く要素／特徴を少なくとも含むが、他を排除するものではない
ことを意味している。したがって、「含む」は「具える」と同意である。
【００２８】
　当然のことながら、本発明の例示的な実施例と、本発明の様々な特徴との上記記載は、
ときおり単一の実施例、図面、またはその説明にまとめられており、これは開示の合理化
のためと、一つ以上の様々な発明の態様の理解を補助するためである。しかしながら、こ
の開示方法は、特許請求の範囲の発明が、各請求項に明示的に記載されたものよりも多く
の特徴を必要とする意図をを示すものとは解釈すべきではない。むしろ、以下の特許請求
の範囲に示すように、発明の態様は、前述の開示した単一の実施例のすべての特徴よりも
少ない。
【００２９】
　さらに、本書に記載したいくつかの実施例は、いくつかの特徴を含むが他の実施例が含
む特徴を有していない一方で、当業者が理解するように、異なる実施例の特徴を組み合わ
せることができる。例えば、以下の特許請求の範囲において、すべての請求項の実施例を
任意に組み合わせて使用することができる。
【００３０】
　本明細書に提供した説明では、数多くの特定の具体例が記載されている。しかしながら
、本発明の実施例は、これらの特定の具体例でなくとも実施できることを理解されたい。
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他の例において、周知の方法、構造および技術は、この記載の理解を不明瞭にしないよう
に詳細に示していない。
【００３１】
　したがって、本発明の好ましい実施例と考えるものを記載しているが、当業者は、本発
明の意図から逸脱することなく、これに他のまたはさらなる変形例を作成できることを理
解している。このような変更と変形例のすべてが、本発明の範囲内にあることが意図され
ている。例えば上記の所定の手順は、単に使用することができる順序の代表例である。ブ
ロック図に機能を追加したり削除することができ、機能的なブロックの間で作業を交換す
ることもできる。本発明の範囲内にある記載した方法に、ステップを追加したり削除する
こともできる。
【００３２】
　当業者によって、幅広く示した本開示の範囲から逸脱することなく、示した特定の実施
例に数多くの変形および／または修正を作成できることが理解できるであろう。したがっ
て、本発明の実施例はすべての点において、例示的で限定的なものではないと考えるべき
である。
　

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３】
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